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前文の例 

 
【日本国憲法】 
 

日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われら

とわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつ

て自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起るこ

とのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、

この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、

その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利

は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる

原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を

排除する。 

日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を

深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われ

らの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、平和を維持し、専制と隷

従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、

名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と

欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。 

われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはな

らないのであつて、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふ

ことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であ

ると信ずる。 

日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成

することを誓ふ。 

 

 

【逗子市市民参加条例】 
 
わたしたち逗子市民は、今日まで築き上げてきた歴史や文化を踏まえ、将来

にわたって逗子市が豊かで住みやすいまちになることを望んでいます。 

その実現のためには、わたしたち市民一人ひとりが責任を持って市政に参加

することで、市民の意見を踏まえた市政の運営がなされていく必要があると考

えています。 

特に逗子市では、池子米軍家族住宅建設に関してさまざまな市民参加が行わ

れてきた歴史もあり、自分たちのまちは自分たちで守り、創り上げるという強

い思いを持っています。 

これまでにもさまざまな場面でさまざまな市民参加が行われてきていますが、

ここにあらためて市政への参加が逗子市民の権利であることを確認し、どのよ

うな場面でどのような参加ができるのかといった逗子市の市民参加に関するル

ールとして市民参加条例を制定します。 
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【逗子市まちづくり条例】 
 

逗子市の豊かな自然は、そこに居住してきた市民が生活する上で日常的に触

れ、創造的に育んできた自然である。言い換えれば遠方に出かけて仰ぎ見、感

嘆する自然ではなく、庭先に立ち、街路を歩き、岸壁に休んでほとんど無意識

に視界にとらえる住宅街を埋める木々の緑であり、三方を取り囲む低い稜線で

あり、相模湾に開けた砂浜を洗う波涛(はとう)である。この自然は、生活に溶

け込んでいるが故に、慌ただしい市民生活で派生するいら立ち・心的ストレス

を和らげ、身体的な病すらいやしてきた。それは逗子市が、日本の近代化をく

ぐった百年にも及ぶ長い年月、その風波に最も強くさらされた首都圏の、身近

で豊潤な保養地・療養地の役割を担ってきた歴史に如実に込められている。 

逗子市のまちづくりを担う者は、市民生活に溶け込んだ自然が近代市民生活

の心的・肉体的病をいやしてきた歴史を自覚し、自己抑制と全体の調和に心し

て逗子市のかけがえのない遺産を次世代に引き継がなければならない。 

その使命が生かされるためには、まずなにより逗子市に居住する市民の主体

的な参画が不可欠の要件である。 

具体的には、「土地については公共の福祉を優先させるものとする」という理

念を踏まえ、本市のあるべき都市像を定めた基本構想と環境の保全及び創造に

ついての基本理念に基づき、市民、事業者及び市は協働して取り組んでいかな

ければならない。 

 

 

【逗子市議会基本条例】 
 
逗子市議会は、これまで進取果敢に取り組んできた議会改革を基にして、逗

子市における議会制民主主義を更に発展させるために、ここに逗子市議会基本

条例(以下「条例」という。)を制定する。 

そもそも二元代表制における議会制民主主義を機能させるためには、議会と

市長が相互に緊張関係を保ちながら、対等な立場で住民福祉の向上に向けて討

議することが必要である。 

そして、議会の役割として、市長から提案された事項の審査だけではなく、

議会自らが積極的に政策立案、政策決定、政策提言を行うことが求められてい

る。 

そのためには、市民の代表者である市議会議員(以下「議員」という。)によ

って構成された議会の場において闊達な議論が行われなければならず、この条

例は、その制度と手続を定めるものである。 

逗子市議会は、市民の多種多様な価値観や意見を幅広く受け入れて、引き続

き健全かつ活力あるまちづくりを推進するために、この条例に基づき活動して

いくことを誓う。 

 


